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 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により牛田川除土地改良区の定款の変更を令和

５年４月２６日に認可したので、同条第３項の規定により公告する。 

    令和５年５月９日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

 

 

 

 伊勢崎都市計画道路について、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により変更する

に当たり、当該都市計画の県原案を次のとおり定めた。 

  令和５年５月９日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 都市計画道路中３・４・６４号萩原下武士線を次のように変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 群馬県都市計画公聴会規則（昭和４５年群馬県規則第８５号）第２条第１項の規定により、伊勢崎都市計画道路

に係る公聴会を次のとおり開催する。 

  令和５年５月９日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 開催期日及び場所 令和５年６月２１日（水）午後７時から 伊勢崎市役所東館５階第２会議室 

２ 作成しようとする都市計画の案 伊勢崎都市計画道路の変更に係る都市計画の案（都市計画原案は、群馬県県

土整備部都市計画課、群馬県県土整備部伊勢崎土木事務所及び伊勢崎市都市計画部都市計画課において、令和５

年５月９日（火）から同月２３日（火）まで閲覧に供する（ただし、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬

県条例第１６号）第１条第１項に規定する休日を除く。）。） 

３ 公述の申出 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、住所、氏名、年齢、職業並びに都市計画案につい

ての利害関係及び意見の要旨を記載した書面（別記様式）により、令和５年５月２３日（火）までに下記に到着

するよう提出すること。 

  〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県県土整備部都市計画課 

４ 公述人の選定 公述人は、前記によってあらかじめ申し出た者のうちから知事が選定し、その旨を通知する。

  なお、公述時間は、１０分以内とする。 

５ その他 公述の申出がなく、公聴会を開催しない場合は、公聴会開催予定日の１週間前に群馬県県土整備部都

■ 公  告 

種
別 

名称 位置 区域 構造 
備
考 

番号 路線名 起 点 終 点 
主 な 
経過地 

延 長 
構 造 
形 式 

車 線 
の 数 

幅員 
地表式の区間における
鉄道等との交差の構造 

幹
線
街
路 

3･4･64 萩原下武士線 伊勢崎
市境萩
原字萩
原 

伊勢崎
市境下
武士字
悪戸 

伊勢崎
市境字
観音木 

約 
370m 

地表式 ２車線 16m 幹線街路と平面交差２
箇所 
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市計画課、群馬県県土整備部伊勢崎土木事務所、伊勢崎市都市計画部都市計画課及び公聴会の開催予定の場所に

掲示する。 

６ 公聴会の問合せ先 群馬県県土整備部都市計画課 電話０２７－２２６－３６５４ 

 別記様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「意見の要旨」作成上の注意 

   Ａ４判４００字詰め原稿用紙１枚程度とし、横書きとすること。 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

伊勢崎都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定によ

り、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。 

   令和５年５月９日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 伊勢崎都市計画区域区分 国領町産業団地地区 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 伊勢崎市国領町、境島村及び境小此木の各一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県伊勢崎土木事務所及び伊勢崎市都市計画部都

市計画課 

４  縦覧期間 令和５年５月９日から同月２３日まで 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和５年５月９日 

                                 群馬県警察本部長 小笠原 和 美   

１ 落札に係る物品等の名称 交通安全施設保守点検等業務委託 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係 群馬県前橋

市大手町一丁目１番１号 

３ 落札者を決定した日 令和５年３月２８日 

４ 落札者の名称及び所在地 日信電子サービス株式会社群馬営業所 群馬県高崎市井野町１１２２－１ 

■ 落  札 

 伊勢崎都市計画道路の変更（３・４・６４号萩原下武士線の変更）に関する公述申出書 
                                        年  月  日 
 群馬県知事 山本 一太 あて 
 
 令和５年５月９日付け群馬県報に登載された伊勢崎都市計画道路の変更に係る都市計画の県原案に対し
て、次のとおり意見を述べたいので申し出ます。 
 
１ 公述申出人   住所                     電話番号 
          氏名             年齢      職業 
２ 都市計画案に係る利害関係（関係市町村の住民等は、記載不要） 
３ 意見の要旨（別紙のとおり） 
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５ 落札金額 １１９，６８０，０００円 

６ 落札の相手方を決定した手続 随意契約 

７ 入札公告をした日 令和５年２月７日 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和５年５月９日 

                                 群馬県警察本部長 小笠原 和 美  

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る警察共同利用型システ

 ム用機器賃借等 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係 群馬県前橋

市大手町一丁目１番１号 

３ 落札者を決定した日 令和５年３月２４日 

４ 落札者の名称及び所在地 みずほ東芝リース株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 

５ 落札額 １２４，８０６，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和５年２月１０日 
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